
【事例の詳細】
救急外来を受診した80歳代の患者に、ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」が処方された。�
患者にとって、処方した医療機関と当薬局の利用は初めてであった。薬剤師は、患者が持参したお薬手帳に
緑内障連絡カードが挟まれていることに気付いた。その緑内障連絡カードに、当該患者の緑内障の病型につ
いての記載はなかったが、「抗コリン作用・交感神経刺激作用のある薬剤の使用禁止」の欄にレ点チェックが
あった。ブチルスコポラミン臭化物は抗コリン作用があるため、薬剤師が救急外来の処方医に疑義照会した
ところ、処方削除となった。

【推定される要因】
患者は、眼科医から飲んではいけない薬剤があると説明を受け、緑内障連絡カードを渡されていたが、その
ことを受診した医療機関の医師や看護師に伝えていなかった。緑内障連絡カードはお薬手帳のカバーの内側
に挟んであり、保険証などで隠れていたため、医療機関では見落とされた可能性がある。

【薬局での取り組み】
患者に、緑内障連絡カードの重要性を説明し、お薬手帳カバーの表紙の見える部分に挟んで返却した。今後
も、提出されたお薬手帳はカバーの内側まで確認し、重要な情報を見落とさない。
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ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」の添付文書　2019年7月改訂（第9版）（一部抜粋）
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
（２）閉塞隅角緑内障の患者［抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。］
【使用上の注意】
（１）慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
７）開放隅角緑内障の患者［抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。］

緑内障連絡カード（一部抜粋）
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●�本事例は、薬剤師がお薬手帳に挟んであった緑内障連絡カードのチェック欄を確認し、疑義
照会した事例である。患者が救急外来を受診した場合、患者情報の確認が不十分なまま処方箋
が発行される可能性に留意し、薬剤師はより一層注意深く情報収集する必要がある。
●�今回の事例では、薬剤師が緑内障連絡カードをお薬手帳の目立つ場所に挟んで患者に返却し
た。薬剤師が患者にお薬手帳や緑内障連絡カードを適切に活用するように促すことは、薬物
療法の安全性を高めるために有用である。事 例 の
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※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全
を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではあり
ません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者
に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情
報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読み
やすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事
例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合があります
のでご注意ください。
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